
平成２６年生駒市議会（第１回）定例会議案

（ 追 送 分 ）

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ７ 日 

生 駒 市 



議案第  34 号  

 

専決処分につき承認を求めることについて  

 

奈良地方裁判所平成２５年（行ウ）第１０号生駒市附属機関に準じる機関の委

員謝礼措置請求事件について、平成２６年２月１８日に言い渡された判決に対し

て不服があるので、大阪高等裁判所へ控訴を提起することについては、市議会を

招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、平成２６年３月４日別紙のとおり処分したから、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

 

  平成２６年３月７日提出                          

                     生駒市長  山  下   真  
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専第  １  号  

専   決   処   分   書  

控訴の提起について  

奈良地方裁判所平成２５年（行ウ）第１０号生駒市附属機関に準じる機関の委

員謝礼措置請求事件について、平成２６年２月１８日に言い渡された判決に対し

て不服があるので、下記のとおり大阪高等裁判所へ控訴を提起するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

記  

１  控訴の相手方の住所及び氏名  

●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●● ● ● ● ● 

２  控訴の要旨  

原判決を取り消し、さらに相当の裁判を求める。  

３  訴訟遂行の方針  

(1) 弁護士を訴訟代理人と定める。  

(2) 控訴審判決の結果、必要があるときは上訴する。  

(3) 訴訟の進行に応じて、必要があるときは適当と認める条件で和解するこ

とができる。  

４  事実の概要  

本市が、生駒市ごみ有料化等検討委員会設置要綱に基づき生駒市ごみ有料化

等検討委員会を設置し、平成２３年１２月１２日から平成２４年３月２９日ま

での間に開催された同委員会の会議等に出席した委員１５名に対して報酬又は
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謝礼をそれぞれ支払ったことに関し、相手方が、同委員会は、地方自治法第１

３８条の４第３項本文に規定する附属機関に該当するので、法律又は条例によ

って設置しなければならないにもかかわらず、これを法律又は条例によらずに

要綱によって設置したから、その設置は違法であり、市長である山下真が市の

支出権者として行った当該報酬又は謝礼の支出も違法な支出になり、これによ

って市に当該報酬又は謝礼の合計額に相当する３２万８０００円の損害が生じ

ているので、山下真には当該損害を賠償する義務がある等と主張して、被告で

ある市の執行機関である市長に対し、同法第２４２条の２第１項第４号本文の

規定に基づき、山下真に当該損害及びこれに対する民法所定の利率による遅延

損害金を請求することを求めるため、平成２５年４月８日に奈良地方裁判所に

訴えを提起したものである。  

これについて、奈良地方裁判所での審理を経て、平成２６年２月１８日同所

において次のとおり判決があった。  

主文  

１  被告は、山下真に対し、３２万８０００円及びうち別紙報償費支払明細書

の「支払金額」欄記載の各金員に対する同書の「支払日」欄記載の各日から

支払済みまでいずれも年５分の割合による金員を請求せよ。  

２  訴訟費用は被告の負担とする。  

  平成２６年３月４日  

  生駒市長  山  下   真  
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（別紙）  

報償費支払明細書  

名称  支払金額  支払日  支払目的  

生駒市ごみ有料化等検討委員会  

97,000円  平成 24年 1月 25日  

報償費  

97,000円  平成 24年 2月 27日  

120,000円  平成 24年 3月 26日  

14,000円  平成 24年 4月 25日  

合計  328,000円  
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